
     
  平成 22 年５月１７日 

生活文化スポーツ局 
                                                               （財）東京都私学財団 

 

私 立 高 等 学 校 等 授 業 料 軽 減 助 成 申 請 受 付 の お 知 ら せ 
 
   
 
 （財）東京都私学財団では、都内および東京近隣の各県内にある私立高等学校等に通学する生徒の保護者
を対象に、その経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成します。 

平成２２年度の助成事業は、以下のとおり実施します。 
なお、平成２２年度から、いわゆる高等学校の授業料無償化に伴う高等学校等就学支援金事業を実施して

いますが、高等学校等就学支援金を受給されている場合でも、本事業に基づく助成を受けることができます
（別紙をご参照ください）。 

 
１ 対 象 者 
  次の(1)～(3)のすべてに該当する方 
  (1) 都内に平成２２年５月１日以前から引き続いて居住している方 

(2) 都内及び東京近隣の各県内にある私立の全日制高等学校（一部の定時制課程を含む）、中等教育学校
後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校（１年生～３年生）、専修学校高等課程に通う生徒
の保護者等 

(3) 一定の基準に該当する方 
 

２ 対象世帯と助成限度額 
 対    象    世    帯 助成限度額＜年額＞ 

生活保護の世帯 179,400 円 

住民税が非課税又は均等割のみの世帯 139,400 円 

住民税の年税額が一定基準額以下の世帯 99,400 円 

勤労生徒の世帯 99,400 円 

 
 
 
 
 

３ 申請期間及び申請先 

 申 請 期 間 等 申 請 受 付 

郵

送

申

請 

平成２２年６月１１日 (金) 
～同年７月２１日 (水) 

※  最終日（７月 2１日）消印有効  
郵便局の窓口で「特定記録郵便」で。 

〒１６２－８７９９ 
牛込郵便局留 

（財）東京都私学財団 授業料軽減助成担当 

窓

口

申

請 

平成２２年７月 ９日 (金) ９:30～16:30 
７月１０日 (土) ９:30～16:30 

《予備日》 
平成２２年７月２２日 (木) ９:30～16:30 

 ７月２３日 (金) ９:30～20:00 

（財）東京都私学財団 授業料軽減助成担当窓口 
新宿区神楽河岸１-１ セントラルプラザ 11 階 

※ 飯田橋駅下車（ＪＲ、大江戸線、東西線、
南北線、有楽町線） 

 
４ 申請に必要な書類  

(1) 申請書（「申請用紙」は、平成２２年６月初旬以降、在学している学校からお受け取りください。） 
(2) 住民票    
(3) 「平成２２年度住民税課税（非課税）証明書」等  

 
５ 助成の時期 
   平成２２年 1１月下旬頃 
  ※高等学校等就学支援金との関係で時期が変更になる場合があります。 
 
６  問い合わせ先 
  （財）東京都私学財団 

   電話     ０３（５２０６）７９２５〈直通・テレフォンガイド〉 
     ＨＰアドレス  http://www.shigaku-tokyo.or.jp 

 生活文化スポーツ局私学部私学振興課  
電話     ０３（５３２０）７７７０〈テレフォンガイド〉 

     ＨＰアドレス  http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku 

 

                     

【問い合わせ先】 
  財団法人東京都私学財団 

電話 ０３－５２０６－７９２３，７９２５       

生活文化スポーツ局私学部私学振興課 
  電話 ０３－５３８８－３１８１ 



 
 
（別 紙） 
 

私立高等学校等授業料軽減助成と高等学校等就学支援金の関係について 

 

□ （財）東京都私学財団が実施する「私立高等学校等授業料軽減助成」と、東京都が実施す

る「高等学校等就学支援金」は別事業であり、あわせて受けることができます。 

（ただし、保護者等が実際に納付する授業料額が、助成額等の合計額の上限となります。） 

□ 「高等学校等就学支援金」には所得等による制限はありませんが（支給額を加算するため

の所得制限はあります）、「私立高等学校等授業料軽減助成」には所得等による制限があり

ます。 

□ 「私立高等学校等授業料軽減助成」では、定時制（一部を除く）・通信制の高等学校及び各

種学校は、対象になりません。 

□ 「私立高等学校等授業料軽減助成」と「高等学校等就学支援金」では、助成限度額等の基

準が異なります（以下の図をご参照ください）。 
 

＜助成限度額等＞  

 

０円

住民税額
一定基準以下

118,800円

助成額等

 所得等

就学支援金

住民税非課税・
均等割のみ

生活保護受給

237,600円

178,200円

住民税（市区町
村民税）
所得割額

18,900円未満 99,400円

99,400円

139,400円

179,400円

計218,200円

計277,600円

計377,000円

計118,800円

計417,000円

授業料軽減

 
 

 


